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令和３年９月２４日開議
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午前９時５６分 開議

委員長（山元経穂君） おはようございます。

ただいまの出席委員は１３名であります。定足数に達しておりますので，ただいまから

第４回決算特別委員会を開催いたします。

本日は，教育委員会，建設部，公営企業部の集中審査に入ります。

それでは，事前にお配りしているレジュメに沿って教育委員会から始めていきたいと思

います。

まずは，教育委員会，総務費の企画費，１２６ページから１２７ページで，１２７ペー

ジの下段，市史編さん事業に要する経費のみで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 次に，ページが飛びまして２０１ページ，衛生費の保健衛生総務

費，２番，地域保健医療対策に要する経費のうち，１０番の消耗品の一部についてのみ質

疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，またページが飛びます。２６３ページの中段，バン

ブー体育館施設管理に要する経費のみで質疑がある方はお願いいたします。

宇野委員。

委員（宇野武則君） １３番はいいのね，土地の借り上げ。

委員長（山元経穂君） １番だけです。

委員（宇野武則君） １番だけか。

委員長（山元経穂君） はい。

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２７０ページから２７３ページの上段まで，町並み

保存センター費について質疑のある方はよろしくお願いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，教育費に入ります。

２８２ページから２８３ページ中段，教育委員会費について質疑のある方はお願いいた

します。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（山元経穂君） 続きまして，その下段，２８２ページから２８５ページの中段ま

で，事務局費で３番の物品調達に要する経費，２８５ページ，これ以外のところで質疑の

ある方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） ２９１ページはいいですか。

委員長（山元経穂君） ２９１ページはまだ入っていないです。

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２８４ページから２８９ページまでの間で，まずは

２８７ページまでで教育指導費について質疑のある方はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２８７ページ，７番の未来の人材育成グローバル，この促進事業

のことについてよろしいですか。

委員長（山元経穂君） はい，大丈夫です。

委員（下垣内和春君） それの１２番，海外派遣研修業務委託料１８万７，０００円，当

初予算でこれは組んでいないとは思うのですが，この実績についてお伺いさせていただき

ます。

委員長（山元経穂君） 教育指導担当課長。

総務学事課教育指導担当課長（大橋美代子君） お答えします。

海外派遣研修の事業委託料なのですが，これは８名の生徒を行かすというふうに決めた

段階で海外に行かせる前に事前に研修を３回ほど予定しておりました。

その研修内容についてなのですが，一般的に学校教育の中でやっている内容よりはむし

ろ海外に行って，要するにハワイ州に行ってネイティブな英語でどう会話していくかであ

るとか，ホームステイも予定しておりましたので，ホームステイ先でどのように過ごした

らよいかというところを専門的な知識を擁した講師にしっかりと事前研修で研修をしてい

ただこうということで，ここは急遽，業務委託という形で３回分の研修の内容を委託して

おります。

委員（下垣内和春君） いいです。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

その他ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２８８ページ，２８９ページまでの教育指導費のと

ころで質疑のある方はお願いいたします。

今田委員。

委員（今田佳男君） ２８９ページの９番，ＩＣＴ活用推進経費なのですが，会計年度任

用職員さんが１３７万円，恐らくこれは毎年ですが，１人ではないかと思うのですが，こ

ういう状態でＩＣＴの推進が十分なのかどうかということをお願いします。

委員長（山元経穂君） 教育指導担当課長。

総務学事課教育指導担当課長（大橋美代子君） お答えします。

現在，１名の支援員が１日５時間，週５日で市内の全学校を回っております。

結論から申し上げまして，ＧＩＧＡスクール構想が４月から実現しておりますので，ソ

フトの不具合の調整等はかなり業務が重なっているところもありますので，十分に配置で

きているとは言えない状況ではあります。今後，ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて，

しっかりとそういうソフトの不具合にもすぐに対応できるように適任者を今探しているよ

うな状況ではありますので，今後もさらなる充実に向けてしっかりそのあたりの支援員さ

んの要求なんかもしていこうというふうに思っております。探していこうというふうに思

っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 今田委員。

委員（今田佳男君） 前の方と替わっていなかったらこの方は女性の方で，ずっと続けて

こられている方だとすれば結構時間の制約もあるし，今，課長が言われたように，今から

ＩＣＴはどんどん進めていくという中でこの支援員さん１人でいいのかというのと，これ

とほかのやり方もあるのではないかという思いがあるので，その辺のところは今答弁があ

りましたけど，重ねてお伺いします。

委員長（山元経穂君） 教育指導担当課長。

総務学事課教育指導担当課長（大橋美代子君） おっしゃられるとおりで，１名で十分と

は言い切れない状況ではあります。昨年度の方に継続してお願いしているところなので，

今後も，要するにその業務に対して専門的な知識を有している者の適任者，各学校を回っ

ていただきますので，そういうところは粘り強く探していきたいなというふうに思ってい

るところです。
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以上です。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２８８ページ，２８９ページの中段，就学奨励費に

ついて質疑のある方はお願いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，小学校費に入ります。

まずは，２８８ページから２９１ページまで，学校管理費について質疑のある方はお願

いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） 私は，学校運営費，２９１ページに小学校管理運営費がありますけ

れども，中学校とも同じような学校費を予算執行されておりますが，小中学校に関わって

お尋ねしたいということになります。

それで，ここには会計年度という人事の予算も執行されておりますけれども，私はこの

運営費の中で教員の残業時間の問題にいろいろ取り組んできておりまして，資料にも２３

ページに出させていただいておりまして，１つは残業時間の状況，２つ目は市教委が取り

組んでいる働き方改革についての資料を出していただいております。

そこで，残業時間の問題の部分は，この資料は分かりにくいのですけれども，１つは，

私は今年の５月に情報公開で先生方の残業時間の状況を出して資料要求をしております。

それで，ここで述べておくと，この決算年度の２０２０年度に時間外勤務時間，月当たり

４５時間以上の職員がどれだけいるかということを情報公開で取得しました。それで，例

えば市内の小中学校全部なのですけども，６月には５７人の方が４５時間以上を超えてい

る人がいると。これは教職員の３８％弱になります。それから，７月では４５時間以上の

人が５１人，同じく３３．６％，９月では４７人，そして１０月が５４人等々で，平均で

見ても３６．１人――平均というのは月の平均です――，それで２１％が月４５時間超と

いう働き方ということであります。

それで，まず第１点目にお尋ねしたいのは，市が掲げる働き方改革の方針の取組，この

数値がこの下のところに資料要求で出させていただきました。どういう内容かというと，

この３年間の取組ですけれども，市は，子供と向き合う時間の確保について，先生方の８

割以上が確保されているという目標になっていますけれども，この決算年度の５月で，こ
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れは令和３年になっていますけど，資料要求で出したら８割の目標に対して５２％しかそ

ういう実感がないという資料です。それから，２点目の先ほど紹介したような４５時間を

超える職員，これは市の働き方改革の方針では３年間でゼロにするという目標に対して，

これは今年の４月から８月の平均ですけれども，３４．６人が４５時間を超えているとい

う状況で，これはもう今年が最終年度になります。

ですから，率直に私は厳しい現実があるなということで，ここで学校運営に関わってお

伺いしたいのは，目標達成ができない最大の課題といいますか，最大の要因はどこにある

のかということをまずお聞きしたいのと，その対策が要ると思うのですけど，対策をどう

すれば目標のゼロに近づけるかと，あとは先生が子供たちと向き合う時間を８割に持って

いくことができるのかという２つの目標をどうすれば達成できるのかというお考えなのか

を聞いておきたい。

委員長（山元経穂君） 人事管理担当課長。

総務学事課人事管理担当課長（富本健司君） 今の質問についてお答えします。

まず，働き方改革の取組方針の目標設定，先ほど委員さんがおっしゃられたように，子

供と向き合う時間の確保８０％というところですが，これは今年度８月末現在で５２％，

これにつきましてはまず子供と向き合う時間という捉えが教育委員会から学校あるいは一

人一人の先生方にどのように伝わっているのかなと。もちろん，子供と直接向き合い，い

ろいろな諸活動をすることも一つの向き合う時間ですが，教材研究，授業準備，そのほか

生徒指導も含めまして，あらゆる子供に関わる業務，これを全て子供と向き合う時間とす

れば恐らく５２％以上行くのではなかろうかなというふうに思います。次に調査する際に

は，この辺の子供と向き合う時間の確保の捉えというところを押さえていきたいなと思っ

ております。

それから，４５時間を超える教職員の数ですが，先ほどおっしゃられたように３４名で

ございます。これは昨年度ですが，先ほど御指摘がありましたように，６月５７名，７月

５１名ですが，今年度月別でいいますと６月は４６名，７月は２１名ということで若干減

少しております。この４５時間の捉えなのですが，１日当たり２時間ほど時間外勤務をす

れば行ってしまう時間ではないのかなと思います。２時間の時間，これをどのように使っ

ているのか。もちろん，教材研究，子供たちに学力をつけるために先生方は非常に熱心に

努力されています。そういった授業準備，教材研究，また突発的な生徒指導への対応，そ

れから校務分掌の業務等も含めまして，最低限やらないといけない業務，これも含まれた
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４５時間だと思いますので，今後これを減少させていくためにはやはり人的措置を考えて

いかなければならないというふうに考えております。

ただし，市費としての人的措置は限界があろうかと思いますので，県教委とも連携しま

して県費負担教職員の加配等，要求をしていきながら学校の負担軽減を図っていきたいと

いうふうに考えております。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 大変気になるのは目標の設定の拡大解釈を今されているなというこ

とで，私が聞いている提起されたときと違って，例えば子供と向き合う時間が授業の準備

とかいろんなものを含めれば８割になるのではないかというのは論外です。これは，当初

の説明より変わっている内容です。ですから，私が言ったのは，子供と向き合う時間の確

保をされている，これを実感しているかどうかという面で８割の目標を立てるというのが

正確な目標です。それに対して今言いました。しかし，それに対しては，県費の職員の増

員は確かにやってもらいたいということで，ぜひ数値の目標はリアルに見てもらって，そ

こを拡大解釈して目標に近づいているような感じを捉えてはいけないと思うのです。それ

は強く指摘したい。

それから２点目は，これも目標の見方なのですが，４５時間超の問題で，これは授業準

備も勤務時間に入るわけですから，それは当然のことです。それを超えてその時間の中に

入っているということはいけないわけですから，本来，授業時間の準備も勤務時間ですか

ら。そうではないというなら別なのだけども，そういうふうになっていますよね。ですか

ら，それを含めて４５時間を超えている今実態があるわけです。ですから，先ほど言っ

た，この１の資料では分かりにくいけれども，４５時間を超えた分が何人いるよというの

を紹介しました。ですから，そこも，授業時間の準備のためとかということも含めて時間

外を超えた勤務ということになっている――要するに，それが一般労働者でいう残業とい

う言い方をしているのですけども――なっているのは事実ですからね。ですから，これは

一応市が目標を立てているわけですから。本年度末ですよ。あと数か月，数か月という

か，大分たちましたけれども，来年３月末まで。ぜひ，この目標を達成する決意と取組を

もう一回聞いておきたい。

委員長（山元経穂君） 人事管理担当課長。

総務学事課人事管理担当課長（富本健司君） ありがとうございます。

あと，１点誤解が生じてはいけないと思いますので。子供と向き合う時間というのは，
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そもそも子供と直接向き合う時間のみではなく，先ほど言いましたように，教材研究，授

業準備等も含めた捉えというのが一般的でありますので，教育委員会としましても子供と

向き合う時間というのはそういう時間も含めた時間の確保ということで考えております。

それから，４５時間の時間外勤務なのですが，実際に学校における勤務，子供たちと直

接授業等で向き合う時間が３時半，４時ぐらいまであろうかと思います，下校まで。その

後の時間の使い方として，学校ごとに会議を減らすとか，先生方の校務を実際にやる時間

を確保するとか，そういった工夫もされていますし，授業時間をうまくやりくりして，も

ちろん授業時間は確保しておりますが，下校時間をなるべく早くして先生方の事務等の時

間を確保というところで学校も工夫しております。教育委員会としましても，そういった

ところを支援していくとともに，教育委員会独自で研修しております中身などを精選しま

して回数を減らすなどして，なるべく学校で先生方が勤務時間内に業務が遂行できるよう

にしていきたいというふうに考えております。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

その他ございませんか。

委員（宇野武則君） ２９３ページはいいのか。

委員長（山元経穂君） まずは２９１ページまで。まず２９１ページまで。

２９１ページまででないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２９３ページまで。

宇野委員。

委員（宇野武則君） 確認するのですが，エレベーター管理委託が３２７万円余りあるの

ですが，今何台あるのですか。

委員長（山元経穂君） 答えられますか。

教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） すみません，少し時間をいただければと思います。

委員長（山元経穂君） 宇野委員，後ほどでいいですか。

委員（宇野武則君） はい，結構です。

委員長（山元経穂君） 質疑はそれを聞いてからまた続けて。

宇野委員。

委員（宇野武則君） 障害者のために設置するということが基本的なもともとの考え方だ
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ったのですよね。小学生だからエレベーターが２階，３階に要るわけではないのですが，

障害者のためにということが昔から教育委員会の設置する一つの基準になっていたのです

が，今そういう方がいてもいなくてもずっと管理委託というのは，法的な問題があるので

す，これは。点検をしないといけないという法律の基準があるというのは分かっているの

ですが，学校にそういう使用がなくてもずっと毎年やっているのかどうか。

委員長（山元経穂君） 教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 委員が御指摘のとおり，こういったエレベーター等

の設備に関する点検については，法的に定期的な点検をすることによって安全を確保して

いくという目的がございますので，特に障害を有する児童がいなくても適切な点検が必要

だと，そのように考えております。

申し訳ありません，先ほどの台数の話なのですけど，給食を運ぶエレベーターも含め

て，全てで１５台ということでございます。よろしくお願いいたします。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，教育振興費に入ります。

２９２ページから２９５ページまでの間で質疑のある方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） 私は，教育振興費の教材整備の経費，小学校では１，５００万円余

り，これは中学校も同じように組まれておりますので一括で質問することになろうと思い

ます。

決算資料では１９ページに，保護者の負担ということで毎年状況の報告をさせていただ

いているのですけれども，ここでも小学校，中学校，保護者負担がそれぞれあって，特に

繰り返しになるかもしれませんが，教科書というのは無償でというのは，これは当たり前

になっているのですけど，一番問題なのは保護者負担に関わる準教科書といいますか，副

教材とかを含めた教材というものがあってもなくても授業が進めるならいいのですけれど

も，市の答弁が去年もあったと思うのですが，そういう準教材，副教材についてはこれが

なければ授業が現実問題としては進められないという答弁がありました。

ですから，私はここの無償化ということを繰り返し求めておりますけれども，質問の内

容というのは，昨年と比べて今年の今回の決算年度で保護者負担の改善といいますか，こ

こは軽減したよとか，改善したよというところがあれば教えていただきたい。
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委員長（山元経穂君） 教育指導担当課長。

総務学事課教育指導担当課長（大橋美代子君） ありがとうございます。

副教材に関しましては，先ほど委員さんが言われたように，なかなか教科書のみで子供

たちに学力の定着というところは非常に難しいかな，要するにドリル的なものであった

り，副教材の中には資料というようなものもありますので，教科書と併用して使うことに

よって育むべき資質，能力を培うという意味では，そこの回答としては同じです。

昨年度と比べましてというところなのですけれども，これは何でもかんでもドリルを使

うとか，使いもしないのに資料を使うということはしておりませんので，学校のほうで教

科書に準じながら，これがあれば子供たちの学力がしっかりと定着できるのではないかと

いうようなものをしっかりと選んでおります。あわせて，市教委のほうでも，それが適切

かどうなのかという，数とか質とかというようなところも，毎年教材使用届を出させてお

りましてそういうもので中身も確認をしておりますので，そういった意味では副教材とい

うようなところは今後も適切に使っていきたいというふうに思っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 答弁からすれば，私がさっき言った趣旨では，教科書に準じる副教

材，これは無償化すべきではないかということを繰り返し言っているのですが，その点の

改善がなかなか今あるというような答弁ではなかったので大変残念で，これは次の質問に

させていただきたい。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

委員（松本 進君） はい。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，中学校費に入りたいと思います。

まずは，中学校費，学校管理費，２９４ページから２９９ページまでですが，まずは２

９７ページまでで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２９８ページから２９９ページまでの間で質疑のあ

る方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（山元経穂君） 続きまして，その下，教育振興費について質疑のある方はお願い

いたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，社会教育費に入ります。

社会教育費，３００ページから３０３ページの上段までで質疑のある方はお願いいたし

ます。ございませんか。いいですか。大丈夫ですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，図書館費に入ります。

３０２ページから３０７ページまでありますが，まずは３０５ページまでの間で質疑の

ある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，３０６ページ，３０７ページの間で質疑のある方は

お願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，青少年指導費に入ります。

３０６ページから３０９ページまでで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 次に，文化財保護費，３０８ページから３１３ページまでござい

ますので，まずは３１１ページまでで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，３１２ページから３１３ページで質疑のある方はお

願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，美術館費に入ります。

その下，３１２ページから３１５ページの上段までで質疑のある方はお願いいたしま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，文化振興費，３１４ページの上段，３１４ページ，

３１５ページで文化振興費で質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕



- 122 -

委員長（山元経穂君） 次は，保健体育費に入ります。

まずは，３１４ページから３１７ページの上段まで，保健体育総務費で質疑のある方は

お願いいたします。

今田委員。

委員（今田佳男君） ３１７ページの講習会運営等委託料５４万４，５００円ですか，こ

の中身を教えていただけますか。

委員長（山元経穂君） 答弁できますか。

文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） すみません，こちらは講習会運営等委託料の御質問

でございます。

昨年，令和２年度では，いろいろコロナの関係で行事等を中止せざるを得ない状況には

あったのですけれども，こちらはオリンピックで競技をされていましたボルダリングの講

習会を３回行っております。８月３０日，１１月２９日，２月２８日の３回，日曜日に行

いまして，小学校５，６年生を対象に２０人定員でしたが，全て定員に達しまして，楽し

くけがもなく体験できたという講習でございます。

以上です。

委員長（山元経穂君） 今田委員。

委員（今田佳男君） バンブーで３回やられた分だと思うのです。オリ・パラの中で，コ

ロナの中でも十分注意されてやられたということだと思うのですけど，ほかに例えば計画

されていて中止されたとか，今後またコロナがどういうふうになっていくかは分かりませ

んけれども，何かの形でこういうことをやっていかないといけないとは思うのですけれど

も，計画されていてできなかったとかというようなものがあれば教えてください。

委員長（山元経穂君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 昨年度，コロナ禍ではございましたが，例年行って

おりますトップアスリートのスポーツ教室，こちらはサンフレッチェ広島さんに来ていた

だいて小学校４年から６年生を対象にサッカー教室を実施いたしました。こちらにつきま

しては３７人に参加いただきまして，こちらは心配な状況ではありましたが，実施いたし

ました。しかしながら，例年行っております市民ハイキングであるとか竹原駅伝競走大

会，竹原ロードレース大会を中止ということにしました。市民体育大会は，競技によって

は種目を限定する形で実施いたしました。
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以上でございます。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

川本委員。

委員（川本 円君） ３１５ページの１の体育施設開放事業に要する経費のうちの７番の

指導員の報酬９７万１，３００円，この時点の指導員の人数とその活動内容についてまず

教えてください。

委員長（山元経穂君） 答弁できますか。

文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 体育施設の指導員につきましては，学校施設である

とかそういうところを開放してスポーツを行っていただいております。その管理の部分の

指導を行っていただくということで，報酬を払って行っております。主には，活動をされ

ている競技，スポーツの中での会員さんから選ばせていただいたりということもございま

す。

以上です。

人数のほうのは，ごめんなさい，確認してお答えをさせてください。すみません。

委員長（山元経穂君） 川本委員，よろしいですか。

どうぞ，川本委員。

委員（川本 円君） では，開放している中のスポーツ分野において指導員を定めている

ということなのですけど，それと部活動の関係はどういう関係ですか。ありますか。

委員長（山元経穂君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 学校教育の部活動のほうとはまた違って社会教育の

ほうの担当でございますので，社会教育のほうの関係で小学校１０校，中学校３校，そう

いう形で開放している部分の適切な管理を行っていただくための報酬ということで支出を

させていただいております。

委員長（山元経穂君） 川本委員。

委員（川本 円君） では，あと人数のほうを教えてください。次に，２番のスポーツ推

進委員活動に要する経費のうちのこれも１番のところ，スポーツ推進委員報酬，この人数

とその活動内容を教えてください。

委員長（山元経穂君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 令和２年度におきましては，スポーツ推進委員が９



- 124 -

名いらっしゃいました。報酬につきましては，スポーツ推進委員の協議会の会議のほうに

会長が出席２回，理事会のほうにも出席いただいておりますので，そちらの報酬を支出さ

せていただいております。令和２年度のスポーツ推進委員は９名でございましたが，令和

３年５月１日の委員の選定におきまして３名，若い方に加わっていただいております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 活動内容について。

文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 申し訳ございません。スポーツ推進委員は，スポー

ツの活動を通じた地域づくりというところを広げていただくということをしております。

主には，市のほうの行事に対する支援，昨年度は中止になったのですけれども，竹原のロ

ードレース大会であるとか竹原駅伝競走大会，そういったところに一緒に活動していただ

いたり，スポーツ推進委員さんはそもそもふだんから御自身がスポーツに関わって地域で

活動されている方がほとんどなので，そういった力を借りながら，スポーツを通じた活力

ある地域づくり，そういうところに広げていく必要があると考えております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 川本委員。

委員（川本 円君） 今９名っておっしゃいましたが，金額的には１万５，２００円，そ

れを単純に９で割ると１人当たりがそういうことになりますか，金額的には少ないように

感じますけども。

たまたま，私の知り合いにこのスポーツ推進委員になっている人間がおりまして，その

人間からもよく話を聞くのですが，さっきの御説明の中で年間何回かの協議会に参加する

というふうにおっしゃいました。確かに，先ほど地域の活性化云々かんぬんというお話が

出ましたけども，実際，現場においてスポーツに関わって指導するであるとか推進すると

いう活動がほぼ皆無です，私の知る範囲ですけど。果たして，スポーツ推進という意味合

いから考えて必要なのか。必要であるのでしょうけども，必要であるのならもうちょっと

報酬を上げてもっとしっかり地域に根づいたスポーツ推進をするべきではないかと思いま

すが，どう思われますか。

委員長（山元経穂君） 文化生涯学習課長，再度答弁するところも含めてよろしくお願い

いたします。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） すみません，報酬の御質問でございましたスポーツ
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推進委員の報酬，令和２年度から日額報酬に改正をさせていただいております。昨年度

は，先ほど申し上げました，会長が出張した２回，７，６００円掛ける２回の支出になっ

ております。駅伝とかロードレースのほうが中止になりましたので，スポーツ推進委員さ

んの活動に対する報酬の支出は行えておりません。だから，令和元年度までは年額報酬で

支出しておりましたが，日額報酬というのに切り替えさせていただいております。

活動に対する報酬をもうちょっと手厚くして活動を支援していくべきではないかという

ことで，そういったことも，スポーツを通じた活力ある地域づくりということに私も関わ

り始めて３年になりますけれども，スポーツをされている方，スポーツを通じて，御自身

の活動において地域への貢献というのは大きいものがございます。スポーツ少年団の活動

であったりも，スポーツ推進委員になる以前にもうそういった役割をしていただいており

ます。市のほうの報酬のことにつきましては日額報酬ですので，出席いただいたらお支払

いするという感じになっておりますので，そこら辺は御自身の活動とのバランスという

か，調整というか，そういうのも考えて調査研究していきたいと思います。

委員長（山元経穂君） 川本委員。

委員（川本 円君） ごめんなさい，頭が良くないのですぐには理解できないのですが，

この１万５，２００円というのはさっき言った会長さんが２回出た分のあれということで

すね。そして，９名の方というのは基本的に無償であるということですよね，日額ではす

るのでしょうけど。活動はなかったというふうに判断してよろしいですか。

委員長（山元経穂君） 文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 令和２年度においては，会長の２回の活動以外はな

かったということで，支出をしておりません。

委員長（山元経穂君） 先ほどの施設指導員の人数については分かりましたか。

文化生涯学習課長。

文化生涯学習課長（堀川ちはる君） 先ほど答弁できていなかったもので指導員の人数な

のですけれども，こちらは令和３年度になりますけれども，小中学校合わせて３９名，県

立高校１名，計の４０名お願いしております。

以上です。

委員（川本 円君） いいです。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

委員（川本 円君） はい，結構です。
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委員長（山元経穂君） 分かりました。

続きまして，体育施設費，３１６ページから３１７ページ，ここで質疑のある方はお願

いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，給食費，３１６ページから３２１ページの上段まで

全部でお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） 学校給食運営費，またその中の調理場とかというのが，次の３１９

ページに委託料などが入っております。それで，そこに関わってお尋ねしたいのは，地元

の食材の調達といいますか，使用状況，これも資料では２２ページに毎年のように出させ

てもらっております。それで，率直に言って，竹原市で扱う物品の割合というのは横ばい

状態，去年はコロナの関係もあるかも分かりませんが，物品調達の率でいえば横ばいとい

う状況であります。

それで，これまで，例えば忠海の加工場の活用とかというのがいろいろできないかとい

うことで魚の例を去年話した例があるのですけど，そこはそういう量と質の面でなかなか

困難だという話もありました。そこはいろんな工夫があればどうかなと思ったりするので

すけども，要するに主として今聞きたいのは，現状は調達率が横ばい状態ということで，

これを少しでも引き上げて地元の経済活性化につなげるような工夫なのか課題なのか，そ

こを検討されたことはあるのかどうかということでお尋ねしておきたいと思います。

委員長（山元経穂君） 教育次長。

教育委員会教育次長（沖本 太君） 学校給食における地元産品の調達，利用についてと

いう御質問でございます。

本市の学校給食で使用する食材については，毎月，全学校分を食材ごとにまとめて調達

をしている状況にございます。その食材における農産物等につきましては，市内における

各種産業の活性につながるように市内産を優先して活用することは必要だというふうに認

識をしております。

広島県においても，県産品を給食に使う目標を４０％という形で定めて推進をされてお

り，本市においてもそういう目標に沿って取り組んでいるところではございます。しかし

ながら，安定的な学校給食の提供に必要な安定した食材の調達に関しまして，市内産は，

品目ですとか生産量が少ないということから，活用できる産品が非常に限定されていると
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いう現状がございます。また，価格面においても課題がある状況にございます。こうした

状況ではございますが，先ほどおっしゃられた工夫というものがメニューとかでできる範

囲もあるかも分からないので，そういったところで地元産品をなるべく活用していくよう

に取り組んでまいれればというふうに考えております。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 指摘にとどめたいと思うのですが，今気になるのはこういう横ばい

状態が続いているので，課題は何かと聞いてそういう量の問題とか価格の問題ということ

を率直に言われたので確かにそこらの課題は大きいのでしょうけれども，ぜひ１歩でも２

歩でも地元調達ができるような，高めるような努力をしていただきたい。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，特別会計，貸付資金特別会計に入りたいと思いま

す。

ページが３５４ページ，３５５ページで，４の奨学資金貸付金元利収入と就学支度金貸

付金元利収入で質疑のある方はお願いいたします。４，５です。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，歳出，貸付金で，１，事務費，２，奨学資金貸付

金，３，就学支度金貸付金について質疑のある方はお願いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 以上で教育委員会の集中審査を終了いたしますが，委員長から一

言申し上げておきます。

以上で教育委員会の集中審査を終了しましたが，先ほどもちょっとあったのですが，こ

の決算はあくまで令和２年度の決算なので，資料に基づく数字等は令和２年度の数字を総

括のときにもし質疑があったら出していただくようによろしくお願いいたしたいと思いま

す。

これにて教育委員会の集中審査を終了いたします。

説明員入替えのために１０時５０分まで休憩といたします。

午前１０時４１分 休憩

午前１０時５０分 再開

委員長（山元経穂君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。
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それでは，これより建設部の集中審査を行います。

まず，１９８ページから２０３ページ，２０１ページの２番，地域保健医療対策に要す

る経費のうち，１２番，測量設計委託料の一部，１４番，施設整備工事の一部，１７番，

施設用備品の３つについて質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） ページが飛びます。続いて，農地費に入ります。

２３０ページから２３３ページの上段まで，このうち３番の生活改善センターに要する

経費は除きます。この間で質疑のある方はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） すみません，いいです。ごめんなさい。

委員長（山元経穂君） ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，樋門維持管理費，その下段です。２３２ページから

２３３ページまでで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，林業費に入ります。

まずは，林業総務費，２３４ページから２３５ページで質疑のある方はお願いいたしま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，林業振興費，２３４ページから２３７ページの下段

まで，この中で１，鳥獣被害対策に要する経費は除きます。その中で質疑のある方はお願

いいたします。

宇野委員。

委員（宇野武則君） ２３７ページの３の２４，森林環境譲与税基金積立金，これはどう

いう事業か。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 失礼いたします。積立金ということで８０８万２，０００円と

いうことでございます。こちらのほうは，令和元年度から森林整備のために県，それから

市町に配分されているということで，それが森林環境事業の環境譲与税ということになっ

ております。当初，基金のほうは地域振興基金のほうに積み立てておりまして，元年度分
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はそちらに積み立てていたと。令和２年度に森林環境譲与税基金というのを創設しまし

て，そちらのほうが令和２年分にあったものと，それから元年分をそちらのほうに振り替

えたということで，その８００万円がそちらのほうに動いたということで，基金のほうに

積み立てたということの内容になっております。

内容のほうにつきましては，市町村が行う間伐とか，それから森林等の人材育成の担い

手の確保とか木材利用の促進，それから普及啓発，そういった森林整備，それから促進に

関する費用に充てるということになっておりますので，そういう形で２年度は積立てのほ

うをしているという状況でございます。

委員長（山元経穂君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） この７月，８月の大雨で家屋の上のほうが，非常に樹木が伸びて，

そういうところにこの基金は崩して使えるということでいいのですか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 基本的には，人工林を所有している所有者の今後の経営状況を

どうしていくかといった，そういったところを目的に基金を活用しているふうにはなって

いるのですけども，そのほかに，今，宇野委員さんがおっしゃられたように，そういった

森林整備のほうにも一応使えるというふうになっておりますので，そこは各市町の状況を

見ながら，また市内にそういった部分で活用できるところがあればこの基金を充てて活用

していきたいというふうに考えております。

委員長（山元経穂君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） 市内の人工林は，今採算が取れないからやっていないでしょう。木

というたら果樹ぐらいだろうが，そういう有効なところへ予算というのは有効に使って初

めて生きてくるので，そこらはよく調査しながら対応してください。

委員長（山元経穂君） 答弁はよろしいですか。

委員（宇野武則君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，水産業費に入ります。

１番，水産業振興費で，２３９ページの１，水産業振興に要する経費のうち，１８番，

漁場基盤改良事業補助金についてのみ質疑をお願いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（山元経穂君） 続きまして，漁港管理費，その下です。２３８ページから２３９

ページまでで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，商工費に入ります。

商工総務費，２４１ページの４，工業団地に要する経費のうちで１０の修繕料のみで質

疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，土木費に入ります。

２４８ページをお開きください。

土木総務費，２４８ページから２５１ページの下段までで，ただしこの中で４，物品調

達に要する経費，２５１ページの４を除くところで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，道路橋梁費に入ります。

まずは，２５０ページから２５３ページの中段までで道路維持費について質疑のある方

はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２５３ページ，市道維持補修委託料です。決算額では７０５万

７，５８２円ということですが，この補修した件数の実績並びに効果についてお伺いしま

す。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） こちらの，すみません，１２番，市道維持補修委託料について

です。７０５万７，５８２円についてですが，こちらのほうは，件数のほうは全部で１６

件というふうになっております。内訳のほうは，市道の植樹帯とかそういったところの伐

採業務，そのほかあとはシルバーのほうに年間委託として道路維持の修繕等，そういった

委託をしております。それを合算したものがこちらの７０５万７，５８２円の内訳という

ふうになっております。

以上でございます。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 市道の維持補修というのは，各自治会からもかなり要望が出てき

ていると，私らにも要望がたくさんあります。その中で，単独の事業になるのでなかなか
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財政が厳しいところもあると思うのですが，一つでも多く自治会の要望に応えるように，

今後この辺は単独でやる事業ですが，次年度の予算等を増額していただくようにぜひとも

お願いしたいと思っております。このことについて。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） おっしゃられるように，地域で，例えば河川を含めてですけど

も，河川とか道路，そういったところの清掃もしていただいているところがあります。そ

ういったところには補助金等を交付したりということもありますけども，今，下垣内委員

さんがおっしゃられたように，そういった声に応えるように適切に対応していきたいとい

うふうに考えておりますので，よろしくお願いいたします。

委員（下垣内和春君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

高重委員。

委員（高重洋介君） すみません，その下のエデンの海パーキングエリアトイレ清掃委託

料なのですけど，決算額は１５万２，４６０円なのですが，予算書のほうが７４万４，０

００円ということだったのですけど，この差額はどういうことでしょうか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 基本的には，今のエデンのトイレの清掃というのはシルバーの

ほうにお願いしていることではあるのですけども，そのほかに今，忠海高校のサッカー部

とか忠海コミュニティ推進協議会の方たちがボランティアで清掃しておりますので，そう

いったところからこういう金額のほうが低くなっているという状況でございます。

委員長（山元経穂君） 高重委員。

委員（高重洋介君） だから，清掃の回数を減らしたのではなくて，そういうボランティ

アの人たちにもお願いしてまちづくりをしているということですね。分かりました。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２５２ページから２５５ページまで，道路新設改良

費について質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，橋梁維持費，２５４ページから２５５ページまでで

質疑のある方はお願いいたします。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，河川費に入ります。

河川総務費，２５４ページから２５７ページの中段までで質疑のある方はお願いいたし

ます。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） すみません，２５７ページの緊急自然災害防止事業に要する経

費，当初予算は３億円ほど組まれて，実際に決算額は４，９４０万８，６４７円である。

この実績についてまず最初にお伺いします。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） こちらの緊急自然災害防止対策に要する経費４，９００万円で

すけども，こちらのほうの内訳といたしましては，まずは測量設計委託料２，２８５万

７，６９８円ということで，こちらのほうは現年分と繰越分がございまして，現年分につ

きましては大応地区の対策の機能，それから実施設計の業務，そういったところに充てて

おります。そのほか，繰越分につきましては，これは東野になるのですけども，普通河

川，中条川の賀茂社の下のほうですけども，そちらのほうの河川の測量の設計業務，そう

いったところに充てております。

それから，新設改良もですよね。全部，４，９００万円の内訳全て。

委員長（山元経穂君） 予算額との対比ですよね。

建設課長（松岡俊宏君） 新設改良工事のほうもですか。

委員（下垣内和春君） はい。

建設課長（松岡俊宏君） 新設改良工事のほうも現年分と繰越分というのがございまし

て，現年分につきましては９４０万７，５００円ということで，こちらは忠海の床浦地区

の河川の緊急自然災害防止対策のそういった工事を行っております。具体的には，床浦は

水路の新設，それから高下谷川につきましては橋のかさ上げ，それから福田町の東川の浚

渫，そういったことを行っております。繰越分につきましては１，６４１万４，２００円

ということで，こちらは河川，内浜川の河道の整備というところで樹木の伐採であると

か，それから高崎町では橋梁，古くなったものを撤去，それから新庄の椋原川とか忠海の

大砂川，そういったところでは浚渫のほうを行っているという状況です。

以上でございます。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。
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委員（下垣内和春君） これは令和２年度から大体５年ぐらいの交付金の関係の中で，特

に河川の浚渫をやる事業だと思いますが，今いろいろと，今の令和２年度もかなり繰越し

をされて３年度でやっていただくのですが，市内の河川には浚渫をする箇所がたくさんあ

るので，スピード感を持ってやっていただきたい。毎年のように災害になって，どうして

もそういうことがありますので，その辺は計画的にしっかり対応して今後いただきたいと

思います。

以上でございます。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 緊急自然災害防止対策の中での測量設計委託料ということで，先ほ

ど一部説明があって，重複しないように伺っておきたいと思います。

ここでは，さっき言った決算の測量設計が２，２８５万７，０００円強，それで資料要

求をいたしまして，３３ページに河川総務費の測量設計業務ということで，河川総務費が

３３ページの資料では４か所あります。その４か所を足すと３，２００万８，９００円と

いうことで，要するにこの決算，二千二百八十何万７，０００円超よりは９１５万１，０

００円ぐらい多いのです。だから，今さっき言われたような，９１５万円多いというのは

さっき言った大応の分がそのままそこへ繰り越されて，決算書の２，２００万円プラス，

多いのは９００万円が大応の分だけというふうに理解していいのでしょうか。そこを確認

しておきたい。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 委員さんがおっしゃられるように，大応の部分，そういったと

ころも繰越分として入ってございます。

委員（松本 進君） ９００万円いくらがそこへ。

建設課長（松岡俊宏君） はい。

委員（松本 進君） 分かりました。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，港湾費に入ります。

まずは，港湾管理費，２５６ページから２５９ページの上段までで質疑のある方はお願

いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（山元経穂君） 次に，港湾建設費に入ります。

２５８ページから２５９ページで質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 次に，都市計画費に入ります。

まずは，都市計画総務費，２５８ページから２６３ページ，まずは２６１ページまでの

間で質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２６２ページから２６３ページの間で質疑のある方

はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２６３ページの６番の景観計画策定に要する費用でございます

が，当初予算では景観計画策定事業費として７３８万６，０００円を計上されています

が，実際的な価格というのは，この業務は実行されたということかされていないのかお伺

いします。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 昨年度，都市整備課のほうで景観計画の策定業務というこ

とで発注した委託業務でありますが，こちらのほうは令和元年度と２年度，債務負担行為

ということで元年度に発注をいたしておりまして，昨年度の当初予算としては７３８万

６，０００円ということで発注しております。２年度内の完了に向けて見込みを行いまし

て取り組んでまいりましたが，コロナ等の影響といったことで業務のほうが完了いたしま

せんでしたので結果として不用額が生じておりますが，こちらにつきましては３年度の既

定予算のほうの中で対応するということで，業務のほうは現在も進めていくといった状態

であります。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 繰越しをせずに３年度の費用で対応するという話ですが，事業的

には１年から２年という話になっていたのですが，それについて，この事業をどうしても

やるということになったら繰越しとかそういうことをして対応していただくのが本位だろ

うとは思うのですが，その辺についてはもう一度お聞かせいただきたい。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 繰り返しにはなるのですが，年度内で完了するということ
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で見込んでいたのですが，終わりませんでしたので，今年度の既定予算の中から予算を執

行させていただくということで，こちらの業務のほうは順調に進んでおりますので，計画

のほうも年度内に策定ということで進めさせていただいております。

以上です。

委員（下垣内和春君） いいです。

委員長（山元経穂君） 今田委員。

委員（今田佳男君） 一番上の空き家対策補助金７３８万９，０００円なのですが，これ

のまず件数とか内訳とか，分かる範囲で教えていただけますか。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 昨年度の空き家対策総合支援事業ということで，住宅の改

修であったり家屋の除却，あるいは家財等の処分代ということで補助しているというもの

でありますが，令和２年度の実績としましては，住宅改修が５件，こちらのほうが４８８

万９，０００円，それから除却，家屋の除却になりますが，こちらが７件で２１０万円，

それから家財処分が４件で４００万円ということで，合計１６件の補助を行っておりま

す。

以上です。

委員長（山元経穂君） 今田委員。

委員（今田佳男君） 結構件数もあるし，進んでいるのだと思うのですけど，空き家はど

んどん増えているような状況になっていまして，根本的にこれだけではなかなか空き家が

減少するとか，対策というだけではならないと思うのですけれども，トータル的に空き家

対策ということも込めて，もう少し拡充とか，それからもうちょっとアピールして対策を

立てていただいて，いわゆる特定空家というか，もうどうにもならないような空き家にな

らない順に手を打つという目的だと思いますのですが，その辺のところを積極的にもう少

しやられるというお気持ちはないですか。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 空き家というものですが，少子高齢化であったり人口減少

ということで本市の住宅戸数が世帯数を超えるという状況なので，空き家がどんどん増え

ていくというふうな状況で，これは隣接者の防災上であったりとか環境面とか，あるいは

景観上も好ましくないということで，第一義的には個人の財産ということですので個人の

方が不要になったものは処分されるというのが本来なのですが，行政として安全・安心の
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まちづくりということが使命としてありますので，そういったところにも行政が積極的に

携わって空き家の解消ということで，現在，平成２９年度から今年度までの計画をつくっ

ておりますが，実態として空き家がなかなか，こういった補助も行っているわけですけ

ど，解消されておりませんので，今回また見直しを行いまして，補助だけでなく，いろい

ろな相談窓口の充実でありますとか，そういった空き家バンクとか，そういったものが定

住促進にもつながるということで，そういったいろいろなハード，ソフト面でのことを推

進する中で何とか，減らすところまではなかなか難しいのですけど，現状から増やさない

ような取組ということで，現在，次期計画ということで，令和４年度から８年度までの計

画を作成するということで協議会等に図りながら計画を進めております。

以上です。

委員（今田佳男君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

松本委員。

委員（松本 進君） 今のところと関連の分でお尋ねしたいのは，先ほど答弁がありまし

たが，この空き家対策の計画が２０１７年から今年度，２０２１年度終了の，５年間で終

了という計画で取り組まれております。

それで，今いろいろ改善とか要望，意見が出ましたけれども，特にいろいろ取り組む順

序というのもあるのでしょうけれども，この計画自体の目標がそういった空き家対策とい

いますか，そういう空き家の増加を抑制するということが一番大きな目標，その前に，そ

こまで行かないうちに活用とか改修とかをしていろいろやるというような計画になってい

ると思うのですが，今さっき見直しもするということを言われましたが，この計画の期間

中の，例えば空き家を抑制するという目標があって，進捗状況といいますか，今年度で最

終的にはまだ見通ししか聞けないのですけど，そういう見通しがあって見直しをすると。

それが大幅に遅れているのかどうかということになるのでしょうけど，そこらの計画に対

する実績，今後の見通しを聞いておきたい。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 空き家の軒数ということなのですが，なかなか正確に一軒

一軒調査するということは難しいということで，大体採用している空き家数というのは５

年ごとに行われます，直近では平成３０年の住宅・土地統計調査というものがありまし

て，空き家の定義なのですが，戸数ということなので，例えばアパートでしたら複数あっ
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て，一部屋でも空き家があれば１戸というふうなカウントがありますので純然たる棟単位

で見たときには必ずしも空き家というふうなカウントはされていないのですが，こちらの

３，４００戸という数字がありまして，こういった今回の計画の中で啓発とか相談窓口の

設置，あるいは様々な情報提供，実際に行っている例としましては固定資産税の納税通知

書にそういった相談窓口等の書面を同封しているというふうなこともやっているのです

が，そういったこと，いろいろな対策も講じることで，現在のところではまだ計画策定の

案の段階ですが，この３，４００戸を何とか維持していきたい，計画終了時は令和８年度

となりますが，その時点で３，４００戸は超えることがないようにしたいというふうに考

えております。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 最後にしますけれども，特に気になるのは，空き家を抑制するのだ

けれども，いろんな個人の管理の状況によってやむなくそういうもう使えない，壊れそう

なという，今危険な，倒壊に近いような家屋もありますよね。だから，そこへの対応で，

本来は個人の管理や責任があるのですけれども，所有権の問題とかお金の問題とかいろん

な事情があってなかなかできない。しかし，その近所から見たら，もう倒れそうだから危

ないよという場合の今度は法律ができて，そこの市が，先に基本的には承諾も得る必要が

あるのでしょうけども，強制的に撤去させるというのですか，そしてあとは正式に本人さ

んへの請求とかというような段取りになっていたと思うのですが，そういった適用の分を

あまり安易にしなさいという意味ではないのですけども，そういう倒れそうな危険がある

場合はやむなくそういう安全確保の観点から市が責任を持って撤去するという必要も出て

くるのではないかということについての竹原市の適用といいますか，それがあれば報告し

ていただきたい。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 空き家のほうですが，法律のほうで特定空家ということ

で，定義としまして，このまま放置すると危険であったり，あるいは景観上あるいは環境

衛生上好ましくないというふうなもので，竹原市のほうでも現在そういったものの情報提

供等を受ける中で特定空家に認定したものは１軒ですが，ほかにもそういった候補になり

得るというふうな建物が１５棟ということで把握をしております。こういった所有者に対

しましては，まず取組をしてくださいというお願いをして，法律に従って今後指導とか助

言，あるいはこれが実行されない場合には勧告ということで，こういった段階では固定資
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産税の軽減措置も外れるというふうなことで，そういうふうなことになっておりますが，

さらにこれでも実行されないものは命令，あるいは最後はもう代執行というふうなところ

で，順序を追って最終的には市のほうで実施するということも可能というふうなことにな

っております。

まだ実際に代執行まで及んだところは他の自治体でも非常に件数は少ないのですが，現

在段階を追って，できるだけお願いとかそういった指導，助言の中で所有者の方には解体

なり改修なりをして危険な状態を解除してもらえるようにということですが，これがなか

なか実行されない場合には，最終的には段階を追った手続を踏んでいくことも必要であろ

うと考えております。

委員（松本 進君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，公園管理費，２６２ページから２６５ページの中段

までで，１のバンブー体育施設管理に要する経費は除きます。この中で質疑のある方はお

願いいたします。

宇野委員。

委員（宇野武則君） ２６３ページの２の１３です。

委員長（山元経穂君） ２６３ページ。

委員（宇野武則君） 土地借り上げ料，いいですね。

委員長（山元経穂君） はい。

委員（宇野武則君） 土地借り上げ料について，全市では相当な数になるのですが，二，

三日前に土地の評価替えが発表されました。竹原の土地の借り上げはどういうような仕組

みになっているのか。長期で契約しているのか，毎年改定をやっておられるのか，その点

について。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 土地の賃借料，借り上げ料ということですが，土地につき

ましては，市には算定式ということがありまして，経過措置でそうでないものもあるので

すが，固定資産税の課税標準額の１０００分の４４ということで，これは民法改正等に合

わせて以前の令和２年度からは１０００分の６４から１０００分の４４に引き下げるとい

うことで契約のほうをお願いしているというところであります。
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契約の期間につきましては，以前は複数年数ということもあったのですが，現在のとこ

ろ単年度の契約ということで締結をさせていただいております。

委員長（山元経穂君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） そうすると，竹原市は３か所の地点が対象になっておりますよね，

高いところが２．８，２．７という地点。ほとんど下がっているのですよね，県下では。

呉なんかは，横ばいというところが２つか３つあるかな，高いところは４％とかというよ

うなことですが。周辺市は――呉市や東広島がそうですが――下がった場合には下がっ

て，下がったら来年の土地の借り上げ料に反映するというふうな対応をされているのです

か。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 地価ということですが，竹原市のほうで賃借料の算定の基

礎となりますのは固定資産税の課税標準額ということでありますので地価公示のこととは

必ずしも上下が一致するわけではないのですけど，毎年度１月１日現在の固定資産課税標

準額を基に，市の定める固定資産税課税標準額掛け１０００分の４４ということで賃借料

のほうの算定をさせていただいております。

委員長（山元経穂君） 宇野委員。

委員（宇野武則君） この評価額というのは，発表されるのは低いのよ，普通の取引から

いったら。だから，東広島のような人口が増えている，発展しているところでも，評価替

えの折には土地の借り上げというのは交渉しているわけよ。そして，これを今８００いく

らですが，普通２．３％近く下がっているわけだから二十七，八万円になるのですか。た

くさんありますから，これを合計したら。だから，そこらは今日の竹原市の財政だからし

っかり交渉して，下がったものは，今言うようなパーセンテージではなく現実の取引がど

うかということなのですよ，土地というのは。だから，下がった分については下がったよ

うな交渉をしないと，これは公式に発表したのだから。そこらをそういうような，規定の

ようなものを事実のようなことで答弁するのではなく，よその市が皆やっているわけだか

ら，大きいところが。だから，もうちょっと，３％近く下落したら金額的には全部集める

と相当な額になるわけだからそこらはしっかり交渉して，借主と貸主が信頼関係で分かり

ましたというような関係を持って対応していかないといけないのですよ。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 金額比較でいいますと，令和元年度が約９５０万円，それ
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から令和２年度は８８０万円，今年度は見込みですが，８００万円ぐらいには落ちるとい

うことで，算定式につきましては都市整備課だけで定められないので，そこら辺は全庁的

に，他市のほうの算式の仕方とかそういったものを参考にして，全庁的に統一した，公平

感を持った算定ということでさせてもらえたらというふうに思っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２６４ページから２６５ページ，街路事業費につい

て質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 次に，４番，駐輪場管理費，２６４ページから２６５ページで質

疑のある方はお願いいたします。

宇野委員。

委員（宇野武則君） これは駅前だろうと思うのですが，あそこに屋根が，去年もやっ

て，屋根があるところを私はよく数えに行くのだが，こっちには一台も置かないし，せっ

かく去年投資したのだからもう少し何か知恵を使って，活用してもらう方法はないのです

か。駅の前のほうの手前の草むらのほうへ皆はね投げたのもあるし，それからあそこへ，

線路沿いに箱のようなのを造って使用不能のような自転車を１０台ぐらい箱の中へ入れて

いるが，あれは実際に何か条例でもつくって，１か月，２か月置いてそれから撤去します

よというような条例を皆よそはつくっている。景観だ何だ言う前に，汽車のへりだからあ

そこは通る人も多いし，もうちょっとこれは整理してあそこを活用してもらうようにしな

いと。きれいにしても一台も置かないのだ，あそこは，屋根がないところは。屋根がある

ほうは，私は時々数えるのだが，大体４０台以下よ。だから，そこらはせっかく投資した

のだから，もうちょっと改善する余地があるのではないですか。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 昨年度，竹原の駅の西側のほうに以前駐車場があったので

すが，借地ということで２９０台分ある駐車台数の３割をちょっと切るぐらい非常に低い

利用率だったのですけど，そちらのほうを廃止して土地のほうもお返しをさせていただき

まして，先ほど言われましたような６０台の屋根つきと屋根がないところが６０台分とい

うことで，１２０台分の駐輪場を新たに整備させていただいております。ほとんど利用さ
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れるのは確かに屋根がついたところで，６０台のうち大体ほぼ５０台ぐらいが毎日利用さ

れているというような状態となっておりまして，屋根なしのほうは確かに，私も確認させ

てもらうのですけど，駐車がされていないということで，あとまた線路沿いのほうなので

すが，あちらのほうにつきましては今年度ＪＲさんのほうの土地を提供いただきまして，

舗装とか少しきれいにするということで，駐輪場を整備するということで，できるだけ整

ったような，利用しやすい，利用者の利便性が向上されるような形で利用していただける

ように整備していきたいと考えております。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

委員（宇野武則君） はい。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，土地区画整理事業費，２６４ページから２６７ペー

ジまでで質疑のある方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） ２６７ページの新開土地区画整理事業の経費が７，８００万円強あ

ります。まず１点目に聞きたいのは，決算年度末の事業の進捗状況と残った人の対応とい

うのはどのようにされてきたのかなと，合意形成について聞いておきたい。

委員長（山元経穂君） 都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 土地区画整理事業ということで，現在，進捗率，実施面積

でいいますと約８６％ということで，残りが面積ベースでいいますと１４％ということ

で，確かに残りの方，残箇所につきましては４１となっておりますけど，協議・交渉です

か，そういったことで難航しているのは事実であります。そういった中で，理解を得るの

が非常に難しいわけではありますけど，今年度につきましては当然私までは地権者との協

議の場に参加するのですが，部長のほうも，今月に入りましては副市長にも協議の場に，

交渉の場に参加をしていただきまして，これまでなかなか協議もしていただけないような

方にも向き合っていただいて，中には工事・補償の了解をいただいた方，あるいは来月ぐ

らいにということで，将来的な土地利用も含めた検討をさせてくださいということで，今

こちらのほうが待ちの状態の方もいらっしゃいます。

そういった中で，そういった副市長まで交渉に参加する中で少し光が見えてきたという

か，少し進められるような可能性が出てきたものもありますので，そこは引き続き交渉を
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重ねて理解をいただけるように取り組んでいきたいというふうに考えております。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） ２点目に伺いたいのは，この事業効果そのものも毎回お尋ねをして

おります。聞きたいのは，決算資料では，あえて竹原市の経済活動ということで，経済セ

ンサス，商業統計，それぞれ資料要求をしております。これとの関係で事業効果をぜひ伺

いたいのは，現実問題としてこれは，資料は２０１４年と最新が２０１６年ということ

で，直近の資料があれば，従業者数とか全体の分とか宿泊業，こういった区画整理内の店

舗を含めて詳しいのがあれば教えてほしいのですが，この全体の分で見ると，１４年，２

０１６年の分では事業所数やそこで働く人なんかの雇用も相当減っています。ですから，

直近の分ではこういう経済統計にどういった変化があるのかなということをお尋ねした

い。それを含めた事業効果ということをお尋ねしてみたい。

委員長（山元経穂君） データがあるかないか。

答弁できますか。

都市整備課長。

都市整備課長（広近隆幸君） 数字的なものを持ち合わせてないのですが，区画整理の進

捗に伴いまして，いろいろ区域内に雇用につながるような商業施設でありますとか，主に

非常に多いのはドラッグストアとかが最近はできておりまして，そういったことでは区域

内におきましては経済の循環といいますか，発展につながっているというふうに考えてお

ります。

以上です。

委員（松本 進君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他，何かございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２６８ページから２６９ページ，下水道費について

質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２６８ページから２６９ページの都市再生整備計画

費，このうち１番の都市再生整備計画に要する経費のうち，１２，調査分析委託料は除き

ます。この中で質疑をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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委員長（山元経穂君） 続きまして，２６８ページから２７１ページ，伝統的文化都市環

境保存地区整備費で，この中で１番，景観道路・修景広場維持管理に要する経費のみ質疑

をお願いいたします。２６９ページになります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，ページが飛んで２７２ページ，住宅費のまずは２７

２ページから２７５ページ，住宅管理費について質疑をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，用悪水路費で，２７４ページから２７５ページ，樋

門維持管理費について質疑をお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） ここの７番，樋門管理費の中の管理人報償ということが執行されて

おりますけれども，確かにいろいろ大雨とかそういうのでは昼夜大変な御苦労があると思

うのですけども，一つここでお聞きしたのは，そういった大雨に備えてこういうふうにし

なさいよと，例えば予報があった場合，１時間前とか１時間半前に遊水地を空にすると

か，そういった具体的なマニュアルといいますか，そういったものは管理人のほうへきち

っと徹底しているのかどうかを確認しておきたいと。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 正式なマニュアルというのは具体的にはないのですけども，も

ともと管理人さんが高齢化しているということがあるのですけども，長いことその管理に

携わっているというところで，マニュアルはないのですけども，我々の指示とか，あとは

長年管理をされているというところのそういった技術的なところとか知識とかそういうと

ころを生かしていただいて，日常点検も含めて管理していただいているという状況でござ

います。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 確かに，高齢者とかの今までの経験とかという蓄積は大切にしなく

てはいけないのですけども，一つはそういった，今大体気象予報は正確であるから，せめ

て１時間，２時間前に，そういう遊水地を空にできるという時間に事前に対応しておかな

いといけないということで，そういうマニュアル化といいますか，今度はいろいろ若い人

に，高齢者もずっとはなかなか，確かに樋門は力仕事で大変だというのを聞いたりもして

いますので，そこには今度は後継者を含めて，マニュアル化というのか，今までやった経
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験を引き継がないとうまくできないのではないか，継承できないのではないかということ

で，ぜひマニュアル化なんかを検討する余地がどうなのかということを聞いておきたい。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） そうですね。おっしゃられるように，そういったマニュアル化

というのは必要かと思います。あとは，今は，樋門とかそういった排水機場について，自

動でそういった操作ができるようなそういったシステムの構築を一応行っているというと

ころで，人をつけてずっと管理していただくというのは長い将来を見据えたときになかな

かそれは難しいだろうというところがありますので，そういったところを含めて研究して

いきたいというふうに思います。

以上です。

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

委員（松本 進君） はい。

委員長（山元経穂君） その他ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，２７４ページから２７７ページ，急傾斜地崩壊対策

費について質疑のある方はお願いいたします。

松本委員。

委員（松本 進君） ここの急傾斜の中で，特に県と次の２の急傾斜維持補修というのが

ありますから，一つは，こういう１８豪雨の崖崩れのことでお尋ねしたいのは，前に申し

上げたこともあるのですが，１８豪雨の崖崩れ，２戸以上の分が１９戸あって，それを県

が主にやるのでしょうけれども，その分の復旧が完了しているかどうかという確認です。

２戸以上が１９戸ありました。そのうち，今全部これが完了しているかどうかを確認して

おきたい。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 県の急傾斜の状況ですけども，令和２年度末で県の急傾斜地の

崩壊対策事業といたしましては，宮原地区のほうは一応完了，それから大井地区，馬場病

院のところですけども，そこと吉名，宗越地区，宗越園のところですが，こちらのほうは

令和３年度以降，完成予定という状況です。それから，西上条地区，こちらは竹原病院の

ところですが，こちらは令和４年度から事業を実施する，そういった予定となっておりま

す。
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以上でございます。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 私が言ったのは，今伺ったのは，２戸以上というのは県と市がやる

事業もありますから県の分は全て終わっているのかなということだったのですが，まだ令

和４年度にやるということが残っているようですから，また正確な資料があれば教えてい

ただきたいということと。

次の質問が，２７７ページの２の急傾斜維持補修費の経費というのがこれは八百数十万

円ちょっとありますけれども，ここで大変気になるのは，前にも私が言いまして，１８豪

雨の崖崩れで１戸のところはこういった国，県が復旧工事をしてくれないということがあ

って，どうするかという面では市の小規模崩壊事業，これは４０％の本人負担があって大

変なのですけども，この事業の制度があると。しかし，実際問題は使われていないという

ことがありました。

それで，一つは，２７７ページの中に小規模，その復旧事業が入っているかどうかを含

めてお尋ねしたいということがあるのですけれども，なぜそこを聞くかというと，この小

規模崩壊事業の採択の基準というのを県の西部農林水産事務所でお尋ねして，どういった

事業が採択されるかと，どういった手続になっているかということで紹介しておくと，ま

ず小規模崩壊地復旧事業の手続としてはまず竹原市が，市町が事業計画を提出することに

なっています。本人の要望があってそういう事業計画をするということで，それは，では

その制度そのものの周知徹底というのですか，これを多くの人に徹底してその４割負担と

いうのを，これを下げてほしいのですけども，今の制度は４割負担で，１，０００万円で

やるとしたら，４割といったら相当大きなお金になりますから，利用者がないという答弁

が今までもありました。ですから，一つはそういう負担の低減もあるのですけども，手続

上のことからいえば，まず市長がいろいろな相談を受けて，この事業計画，これを県に出

すようになっています。

もう一つは，採択基準の内容についても，２戸以上が原則なのですけども，１戸以上で

も，１戸以上プラス道路とか，こういった道路の保護とかということも対象になるし，ま

たもう一つは市の地域防災計画に掲載された箇所というのが一つの採択基準にもなってい

ます。ですから，例えば２０１８年の災害箇所，１戸以上は竹原市の場合，全部で３９か

所ありますよね。これの中に私は市としても申請して，それを県が駄目といいますか，採

択基準にならなかったということがあったのかどうかを含めて，この令和２年度，２０２
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０年度の決算の中に小規模崩壊事業が入っているかどうかを併せてお尋ねしておきたい。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） まずは，こちらの決算書の中には，今，松本委員さんがおっし

ゃられるような数のほうは入ってございません。小規模崩壊地復旧事業については，確か

におっしゃられるように，個人負担が４割ということでかなり負担を強いられるというこ

とがございます。これまでそういったところについての相談とか，そういったところも少

なからず説明はしているのですけども，ただこれまでは所有者の方が４割というかなり重

たい負担になりますので，そういったところで断られるということがあったようでござい

ます。

以上です。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 私，４割が個人負担で，市のほうが，これは難しいだろうなという

ことを今言われて，現実問題としては周知徹底というのですか，こういう制度の周知徹底

なんかはやらないといけないし，この間の，これは決算とは違いますが，今年の豪雨でも

何か所か崩れています。そういったところで見ると，１戸で下のほうが道路ということで

復旧工事の対象になるのではないかというようなことがあるわけですから，確かに４割負

担というのがあるのですけれども，この周知の徹底なんかはどういった形で，ここが弱い

のではないかなと。そこはもうちょっと徹底する必要があるのではないかというのは，１

８の分は大分もう済みましたけれども，今年の分とか，また今後もありますからそこをぜ

ひ周知徹底して，できれば４割負担のところを下げてほしいのですけど，よそのところは

１５％ぐらいまで下げているところがありますから，そういった考えはどうでしょうか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 確かにおっしゃられるように，そういったアナウンスといいま

すか，そういったところも必要になってくるかなということ，令和２年度の決算とは違う

のですけど，今年度の災害においてはそういった裏山とか家の下が崩れたというところの

相談がある中で，３０年災害，それから令和３年の災害ということで災害のペースがかな

り早くなってきているところがあって，４割負担であっても本人さんにとってはぜひやり

たいという方が中にはいらっしゃるところもありますので，そういったところを含めて適

切な対応をしていきたいというふうに考えております。

以上です。



- 147 -

委員長（山元経穂君） よろしいですか。

その他ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，交通安全対策費，２７６ページから２７７ページで

質疑のある方はお願いいたします。

今田委員。

委員（今田佳男君） 交通安全に要する経費なのですけれども，この中に学校の通学路に

絡んだ事例があるかどうか，分かる範囲で教えていただけますか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 通学路に絡んだところはございます。向島北崎線とか，今の竹

原小学校の下のほうとか，ああいったところにスクールゾーン，それから緑のああいうラ

インをつけたりとか，あとは忠海のほうでもそういった通学路に関したところにそういっ

た施しをしたということでございます。

委員長（山元経穂君） 今田委員。

委員（今田佳男君） 私は，交通安全の関係で学校のところに行くのですけど，毎年学校

のＰＴＡで，通学路で危険なところはないですかというアンケートを竹原西小学校が取ら

れて毎年同じようなところが上がってくるのですけれども，それは結局，教育委員会に上

がって，教育委員会から建設のほうに回って，できるかできないかという流れになってい

るというふうに伺っているのです。いろんなところが学校関係で通学路に課題があると思

うので，できるだけ上がった案件については慎重に対応していただくようにお願いしたい

と思いますが，その点はどうでしょうか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 通学路のこういった交通安全の対策の事業につきましては，さ

きに関東のほうで事故があったと思うのですけども，そういったことを踏まえて国土交通

省のほうから通知が来ておりますし，県を介してというところから，今週ですか，今のＰ

ＴＡ，警察，それから東広島支所，うちの建設課というところが合同でそういった危険な

箇所とかをそれぞれ見て回っておりまして，順次そういったところを含めて対応していき

たいというふうに考えております。

以上です。

委員長（山元経穂君） その他ございますか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，災害復旧費に入ります。

ページが飛びまして３２０ページ，まずは３２０ページから３２１ページ，公共土木施

設災害復旧費について質疑のある方はお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 教えていただきたいのですが，繰越明許費と事故繰越，今回事故

繰越が３億６，９００余りあるわけですが，事故繰越とはどういう意味か，大変申し訳な

いのですが，教えてくれますか。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） 令和２年度から１年単位で翌年度に繰り越すのが繰越明許で，

それをさらにもう一年繰り越したのが事故繰越ということになります。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） ２年繰越しということか。

建設課長（松岡俊宏君） はい。

委員（下垣内和春君） それと，不用額が大変ですね。７億６，６００という形で，令和

２年度の全体が１７億円ぐらいで，７億円あまりを，復旧工事の不用額が大変多いという

ことについてはそれだけ工事等がどうしてもできなかったというようなことだと思います

が，このことについて教えていただきたい。

委員長（山元経穂君） 建設課長。

建設課長（松岡俊宏君） そうですね。おっしゃられるように，平成３０年７月災害によ

って業者の不足，労働者の不足，また建設資材の不足，そういったことで不落がかなり多

かった，予定していた工事が執行できなかったものというところで，あとは単独災害分に

ついては補助のほうを当然優先でやっておりますので，そういったところの執行遅れによ

るということで，未執行ということでこういう不用が出ているという状況でございます。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） そういうこと，少なめにできることは単年度でやる，できなかっ

たら繰越しというような状況でしっかりとした対応を今後取っていただきたいと思いま

す。

以上です。

委員長（山元経穂君） その他ございますか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続いて，３２０ページから３２３ページまで，農林水産施設災害

復旧費について質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 以上で一般会計を終わります。

次に，特別会計に入ります。

３６０ページから３６１ページ，港湾特別会計について，歳入で質疑のある方はお願い

いたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，３６２ページから３６５ページまで，歳出について

質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 以上で建設部の集中審査を終了いたします。

委員の皆様，このまま続けてもよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 説明員入替えのため，暫時休憩いたします。

午前１１時５０分 休憩

午前１１時５３分 再開

委員長（山元経穂君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。

次に，公営企業部の集中審査を行います。

まずは，一般会計のところ，２３８ページから２４１ページ，工業団地に要する経費，

１０，修繕料，１８，竹原工業・流通団地送水設備工事負担金，２４１ページの４，今の

１０番の修繕料，１８番を除く部分で質疑のある方はよろしくお願いいたします。ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 続きまして，土木費，２６６ページから２６９ページ，ページが

飛びますが，そこをお開きください。

公共下水道事業費について質疑のある方はお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） ないようですので，下水道事業会計に移ります。
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資料は，別冊の下水道事業会計決算書，こちらを御覧ください。

下水道事業に関しては，歳入歳出一括にて行いますので，ページ数を述べてから質疑を

お願いいたします。ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） 以上で下水道事業会計の集中審査を終了いたします。

次に，水道事業会計に移ります。

資料は，別冊の水道事業会計決算書，こちらのほうを御覧ください。

水道事業に関しても，例年と同様に歳入歳出一括にて行いますので，ページを述べてか

ら質疑をお願いいたします。

下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 資料の何ページかを言えばいいの。

委員長（山元経穂君） はい。

委員（下垣内和春君） 数字的なことはあれなのですが，２０ページ，事業報告があるわ

けですが，水道施設の維持についてということで，配水管の布設工事ですよね。令和２年

度は，市道忠海福田線，そして市道大王ほか４路線ということになっております，記述さ

れているのが。実際に何メートルの布設替えをされたのかお聞きいたします。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） 令和２年度の布設替えの距離につきましては約４．６キロ，布

設替えを行っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 下垣内委員。

委員（下垣内和春君） 続いて，６６ページなのですが，ここに配水管の，今の令和２年

度までのいろんな種類別に書いてあるわけですが，ほとんど竹原市については，配水管に

ついては硬質の塩化ビニール管で，これが１２万２，２４７メートルということです。耐

震型，今は全部耐震型にしていっているのだと思いますが，これが２万６，６００余りと

いうことで８対２ぐらいになるわけですよね。ということで，私が懸念するのは，災害が

あるたびに断水するではないですか。断水があると，私達もいろいろ地域の方から電話が

かかってきたり，水道管のこともあるので，１年間で４．いくらやられたということなの

ですが，これについてはスピード感を持って計画的にやっていただきたいと思いますの

で，その辺についてよろしくお願いします。
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委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） 確かに，管路延長のうち，硬質塩化ビニールの割合が約４割を

占めているということはこちらとしても認識をしております。令和２年度，先ほど４．６

キロほど更新をしたということについてですけれども，この部分につきましては，昨年の

部分は全部塩化ビニールの部分を，先ほど言いましたが，ここで言う耐震型のポリエチレ

ン管に更新をしております。

今後，こういう塩化ビニールの部分につきましても耐用年数を超えていきますので，水

道課としましては年３キロから４キロ程度の更新，更新率でいきますと約１．２％ほどに

なりますけれども，そういう形で順次耐震型の部分へ替えていくような取組を行っていき

たいと思います。

以上です。

委員（下垣内和春君） よろしいです。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 私も２０ページの中に，決算年度末の純利益で２億３，２００万円

超の決算利益が出ています。昨年と比べても３，６００万円余りの純利益の増ということ

になろうかと思うのです。

それで，今，管の布設替えの質問等がありましたけれども，私が伺いたいのは全体の分

での状況といいますか，竹原市が定めた中期整備方針，この総事業費でいえば約５４億

８，０００万円という総事業費があって今まで計画的に取り組まれております。ですか

ら，特にこういう純利益が２億３，２００万円，昨年も今年と比較して増というものがあ

りますから，私が言いたいのは前倒ししてでもこういう老朽施設の対応が要るのではない

かということで，さっき言ったいろんな漏水の防止とかのことを含めたということで，こ

こで聞きたいのは市が定めた中期整備方針，総事業費５４億８，０００万円で，前倒しを

含め，前倒しが決算年度にあればこういった前倒しがあったということの報告と同時に，

決算年度で中期整備方針のどれぐらいまでの事業費が進捗しているかということをお尋ね

しておきたい。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） まずは，中・長期整備方針との関わりという御質問だと思いま

すけれども，中・長期整備方針は確かに平成２８年から令和１６年度までどういうふうに

やっていくかという中身での部分の中で，令和２年度につきましては大体年４億円程度の
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事業費をということで令和１６年まで計画をしておりましたけれども，今年度の決算書の

４９ページをお開きいただければと思うのですけれども，年間大体４億円をベースにして

おりましたけれども，災害復旧等々もありましたので，令和２年度につきましてはその部

分を挽回していくということで，税込みでいきますと，上水道建設改良費の部分のところ

になりますが，約６億３，８００万円という形で４億円を超える数字なのですけれども，

そういう形で，純利益もありますので年間計画を超える投資を行っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 前倒しということで，そういう４億円の計画が６億ちょっと８００

万円ということで早めにやっているのでしょうけど，ざっくり言えば中期整備方針という

のは私がさっき言った５４億８，０００万円，約５０億円の計画の中で，この中で主には

成井の浄水場が二十六，七億円だったと思いますけど，あれが一番大きいのですけれど

も，そこを含めた全体での進捗状況というのは分かるのですか。分かれば教えていただき

たい。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） 金額ベースで説明をさせていただきますと，大体，中・長期整

備方針，平成２８年から令和１６年度までは約７４億円という数字がございます。それに

伴って，今平成２８年から令和２年度までで約１２億円という形で投資をさせていただい

ておりますので，割合的にしますといくらになるかな。

委員長（山元経穂君） ６分の１，１６％。

水道課長（品部義朗君） そうですね，約１６％の今進捗状況となっております。

以上でございます。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） その話だけ聞くと，計画中にやる見通しというのはなかなか厳しい

のでしょうか。そこはどうですか。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） ７４億円の全体の事業費の中で，先ほど松本委員さんがおっし

ゃられましたように，施設の統廃合，この部分が約３分の１を占めるということになりま

すのでこの部分を今後執行していくような形になれば７４億円に対しての執行率が上がっ

ていくと思うのですけれども，今，特にこの中・長期整備方針をつくった当時，管路更新
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がなかなかできていないと。管路更新ができていないということになりますと，先ほど下

垣内委員さんがおっしゃられましたように，水道というのは日常生活とか社会経済活動に

おいてどうしても必要なライフラインでございますので，まずは断水にならないように，

いわゆる漏水が起こらないようなという形でこの５年間につきましては特に管路更新のほ

うを行ってきたということもございますので，今後はその部分のある程度一定のめどがつ

いた段階で今度施設の統廃合という形をやることによって中・長期整備方針に掲げた事業

をやり遂げていきたいというふうに思っております。

以上です。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 次の質問に移りますけれども，次は４１ページの県用水の受水費に

ついてお尋ねしたいと思うのですが，これは１億７，４００万円超の決算年度の受水費と

なっております。私がこれまで一般質問でも聞きましたように，改めて紹介しておくと，

市の答弁では，県用水の受水費総額というのが昭和５９年４月から令和元年度末までの３

６年間で約７２億円の経費の支出ということで，莫大なお金がかかっているというのが率

直な意見であります。それで，いろんな意見があって，私も受水中止の場合はどうなのか

ということで，答弁は，受水中止の違約金はこれまで算定例がなく困難だということで，

特別に規定があるという答弁はありませんでした。

そこで，お尋ねしたいのは，こういった１億７，４００万円は決算の営業の経費の中で

２４％余りの一番大きな支出の項目で，３６年間はこれこれということを紹介したわけな

のですけれども，決算年度でのここの経費の縮減というのを，それはどのように取り組ま

れたのかということがあれば紹介していただきたいと。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） 経費の削減についてのことなのですけれども，まず水道課とし

ましては，先ほども説明させていただきましたように，水道というのはライフラインであ

るということから，自己水源と県用水の２系統を持っているということは安定供給の部分

において必要であるというふうには考えております。その中で，県用水と自己水のバラン

スを考えながらこちらのほうも過度な受水にならないような取組ということで，どうして

も人口が減っているという状況の中で水需要も減っておりますので，今年度につきまして

は昨年度より約３００万程度，１日につきまして約１００立米ほど受水量を調整しながら

やっておりますので，今後水需要はどうしても人口減少の中で給水人口も減ってくる状況
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でございますので，常に水需要というものを確認しながら，県用水についても過大な受水

にならないように取り組んでおります。

以上でございます。

委員長（山元経穂君） 松本委員。

委員（松本 進君） 今の水需要の調整というのは，県用水はそこへどのぐらい含まれる

のかを確認だけしておきたい。

委員長（山元経穂君） 水道課長。

水道課長（品部義朗君） 県用水の割合ということなのですけれども，これまで過去ずっ

と統計を取らせていただきますと，大体自己水が８と，そして県用水が２という割合でご

ざいますので，その辺のバランスを維持しながら取り組んでいきたいというふうに思って

います。

以上です。

委員長（山元経穂君） いいですか。

委員（松本 進君） いいです。

委員長（山元経穂君） その他ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

委員長（山元経穂君） ないようですので，以上で公営企業部の集中審査を終了いたしま

す。

次回は，２７日月曜日１０時から総括審査を行いますので，各委員におかれましては質

疑の準備をお願いいたします。

以上で第４回決算特別委員会を散会いたします。

お疲れさまでした。

午後０時０８分 散会


